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＜主な会社説明＞

会社からの説明は上記及び別紙（６ページ以降参照）の通りですが、別紙と

は別に以下の補足説明を行いました。

１．平成28年度初要員数

平成28年度初要員数は基準人員が16,400名、社員数（含む専任社員）が21,

450名である。社員数に含まれない数として契約社員100名、出向社員100名

であり、休職者は社員数に含まれる。

「平成28年度要員計画について」業務委員会開催

会社は休日出勤解消しないと明言！
要員削減の施策も多数！

熊本県を中心とする震災に会社の最大限の支援を！

本部は４月15日、「平成28年度要員計画について」業務委員会を開催しました。

冒頭、本部は熊本県を震源地とした大地震による多くの犠牲者に対し、同じ
ＪＲ会社として最大限支援をしていくべきであると会社に要請しました。

今年度の要員計画の特徴は、休日出勤や年休失効問題もありますが、要員削

減を伴うシステム化・省力化施策による大幅な人員削減がされることです。
主なものとしては、経理センターの廃止（ＪＲ東海財務マネジメント新設）・

△42、事務業務集約（事務サポート室設置）・△13、電力事務所・信号通信事務
所及び関西支社工務部電気課の体制見直し・△14、新大阪駅車内点検外注化に

伴う業務執行体制の見直し・△17などで、全体で102名（未定の数字は除く）の
要員削減が予定されています。

休日出勤について会社は、昨年同様、新幹線乗務員で２～３泊程度、在来線
乗務員で１～２泊程度となることを明らかにしました。また会社は「休日出勤

の削減は努力するが、解消はしない」と明言しました。

年休失効問題についても「要員と年休問題とは直接関係ない」と、無責任な
態度に終始しました。

本部は会社の考え方に対し、休日出勤も年休失効も根本は要員問題であり、
改めて業務内容を精査し、業務量に見合った要員を配置することを強く求めま

した。
詳細内容は、別紙資料を参照して下さい。
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運輸の基準人員4,200名は昨年より50名増であるが、ダイヤ改正によるも

のである。車両2,000名は昨年より100名減であるが、省力化に伴う要員削減

である。その他4,800名は昨年より100名増であるが、非現業部門特に中央新

幹線対策によるものである。

また、社員数について、駅2,550名は50名増、運輸4,450名は100名減であ

るが、育児に関わる社員の駅配属によるものである。車両2,200名は150名減

であるが、基準人員の減により出向に出たためである。施設1,450名は50名

減となっているが実質20名程度で数字の切り下げによるものである。その他

5,150名の150名増は、基準人員の増員によるものである。

２．平成28年度要員計画

（３）採用及び退職・専任社員

①採用実績

平成28年度初の採用実績は670名であるが、29年度は690名（医療社員は除

く）である。

②平成27年度退職実績

平成27年度の退職実績は定年退職が610名、その他退職が236名であった。

その他退職の内訳は、自己都合による退職が約210名、死亡による退職が約1

0名、それ以外の退職が約16名となっている。

③専任社員

専任社員数は、平成27年度初で1,163名で、約85％の方が専任社員となっ

た。平成28年度初の専任社員は1,219名で、約９割が専任社員を希望してい

る。

（４）乗務員養成等

駅異動は、125名を予定している。内訳は、在来線75名、新幹線50名であ

る。

＜主な議論＞

休日出勤を解消せよ！

組合：福利厚生等の申請フローに、申請者が端末を扱うようになっているが、

扱い方は説明するのか。

会社：共用端末が今年10月に入る予定だ。しばらく事務の社員が残り、フォロ

ー体制を取る。社員への教育も行う。

組合：休日出勤の実績と今年度の見込みはどうか。

会社：平成27年度の実績は、新幹線で２～３泊、在来線は１～２泊である。今

年度の見込みも同様の数字である。
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組合：会社は休日出勤の削減に努力すると言っていたが、今年も同じ数字なら

努力の度合いが見えない。

会社：努力はしているが、解消は考えていない。波動の山に合わせた要員配置

はしない。

組合：乗務員養成数は、新幹線で平成27年度で120名で今年度は20名少ない。

努力は見えない。

会社：需給を踏まえながら行っている。長期的に見てできるだけ少なくする努

力はする。

組合：それなら、５年先は１泊程度、10年先には０泊に近い数字というように、

計画を立てるべきだと考えるがどうか。

会社：年毎に輸送量の増減を予測することは難しい。

組合：愛知万博の時から休日出勤は発生している。もう長い年月が経っている

から、輸送量の分析はできるはずだ。

会社：輸送量が伸びているから分析はできない。乗務員養成にも時間がかかる。

組合：環流を減らせば対処できる。

会社：駅社員の中堅層を確保するための施策である。

組合：乗務員希望の社員を戻せば良いではないか。

会社：あくまでも本人の希望とはならない。

組合：本人の希望を尊重せよ。

乗務員養成の対象者で乗務員になれなかった数はどうか。

会社：資料が無いから明らかにできない。

54歳原則出向はやめるべきだ！

組合：54歳原則出向で、54歳になって直ぐに出向した社員はどのくらいか。現

実には、58、59歳で出向しているのではないか。

会社：54歳になって出向している社員はいる。

組合：出向者200名の年齢別内訳を明らかにすること。

会社：昨年度は170名の予定だが実績200名であった。数字は変わるので示すこ

とはできない。

組合：実績200名の年齢別内訳をなぜ示さないのか。

会社：示す必要が無いからだ。

組合：示されない根拠を明らかにすること。

会社：示す必要がない体

組合：対立だ。

時季変更された年休は年度を跨って発給できるのか！
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組合：年休が失効する組合員が多くいる。年休を完全消化できる要員を配置せ

よ。

会社：年休問題と要員問題は直接関係ない。

組合：年休を申し込んでも出ないのは、要員が不足しているからだ。

年休の時季変更権について、時季変更された年休は、会社が責任をもっ

て発給すべきだ。

会社：鉄道という運営上、必ずしも年休を発給するものではない。

組合：年度末に時季変更権を行使した場合、年度をまたがって発給することは

できるのか。

会社：年度内に年休申請があっても、年度内に発給する必要はなく、翌年度に

繰り越しが可能である。

組合：時季変更権は、年度内に処理すべきだ。

年休の失効実績を明らかにせよ。

会社：明らかにしない。

組合：対立。適正要員を配置せよ。

年休完全消化できる要員を配置せよ！

組合：財務部経理センターの業務を平成28年11月からＪＲ東海財務マネジメン

ト株式会社に移管するが、出資はＪＲ東海が100％出資するのか。

会社：当社も出資をするが、どの程度かは分からない。業務はグループ会社の

業務を財務部経理センターで行っていた。法律上の問題もあり、専門知

識が必要なため業務の効率化のため出資会社設立とした。グループ会社

となる。

組合：駅の休日出勤は平均何日か。

会社：全社のデータはないが、新幹線の駅においては、平均４日程度である。

在来線は分からない。

組合：駅の勉強会に休日に出勤している。カウントしているのか。

会社：カウントしている。

組合：１日とカウントするのか。それとも時間でカウントするのか。

会社：時間でカウントしていると考える。回数が積み重なり１日となる。

組合：新入社員が駅に配属され、駅間交流を実施するようになった。見習い期

間のロスが発生する。そのため駅の要員不足が発生する。社員運用にも

要員不足の原因がある。見直すこと。

年休２０日間取得できる要員の配置を！

組合：年休の失効数を明らかにすること。
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会社：明らかにしない。年休を申し込んでいない人もいる。

組合：年休が失効している。組合員の所属する名古屋運輸区、神領運輸区、豊

橋運輸区、伊那松島運輸区、４箇所の職場で組合員の年休が失効した。

失効者は何人いるのか。

会社：明らかにしない。業務に支障が出る場合には希望者が全員支給はされな

い。

組合：申し込んだ年休は全て出すこと。業務量に見合った要員の配置をするこ

と。

以 上
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